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連結子会社の異動および特別損失の発生に関するお知らせ 

当社は、本日開催の取締役会において、当社の連結子会社である株式会社ＭＥＤ（以

下、「ＭＥＤ社」という。）の全株式を譲渡することについて決議いたしましたので、以下

のとおりお知らせいたします。また、ＭＥＤ社の株式の売却に伴い、当社は、2026 年 2月

期第４四半期連結会計期間において、当該株式の売却損失を特別損失として計上する見込

みとなりましたことをお知らせいたします。  

 

記 

 

１.株式譲渡の理由 

当社は、2024 年 12月 27 日付「ＭＥＤ株式会社の株式の取得（連結子会社化）に関する

お知らせ」にてお知らせしておりました通り、当社の建築家ネットワークに新たな魅力を

付与する目的で、営業・マーケティング、現場監理におけるＡＩ技術の導入やデジタル管

理手法の導入、管理系業務におけるＤＸ化などを推進していくことを建築家ネットワーク

事業における新たなサービスとして提供していくことを企画・計画しておりました。ＭＥ

Ｄ社はデジタルマーケティングに優れた実績とノウハウ、そして幅広いネットワークを持

つ企業であり、ＭＥＤ社の連結子会社化により、それらサービスの提供及びデジタル分野

の業務の内製化によるコスト軽減と業務制度向上を図ることで、グループの収益向上を目

指すものでした。 

しかしながら、2026 年 1月 13 日付「業績予想（連結）の修正に関するお知らせ」にて

お知らせした通り、予定していたプロジェクトの推進や取り組みは実現せず、当初計画し

ていた当社グループ内でのシナジー効果の発揮には至らなかったために、大幅に期待を下

回る結果となっております。今後具体的に実現しそうなプロジェクト等もなく、将来の展

望が見込めない事から、当社が所有する全株式を売却することが妥当と判断し、当社が取

得する前のオーナーに当社の取得価額にて売却し直すものです。 



 

２. 異動する子会社の概要 

（１）名称 ＭＥＤ株式会社 

（２）所在地 東京都品川区南品川四丁目 4 番 17 号品川サウスタワー 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役 水本 達也 

（４）事業内容 デジタルマーケティング 

（５）資本金 1,000,000 円 

（６）設立年月日 2013 年 7月 3日 

（７）大株主及び持株比率 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 100.0％ 

（８）上場会社と当該会社

との間の関係 

資本関係 当社が発行済株式の 100％を保有しておりま

す。 

人的関係 人的関係はありません。 

取引関係 当社は当該会社との間で業務委託の取引があ

りました。 

（９）当該会社の最近 3年間の経営成績及び財政状態（円） 

決算期 2023 年 6月期 2024 年 6月期 2025 年 3月期 

純資産 △2,837,399  7,690,193  3,894,001 

総資産 177,501,214  286,263,417  216,588,983 

1 株当たり純資産 △28,373.99  76,901.93  38,940.01 

売上高 97,135,385  159,420,694  71,325,788 

営業利益 △1,042,730  8,037,548  10,069,442 

経常利益 1,072,392  9,620,803  7,070,436 

当期純利益 3,426,746  10,527,592  △3,796,192 

1 株当たり当期純利益 34,267.46  105,275.92  △37,961.92 

1 株当たり配当金 0.00  0.00  0.00 

（注）決算期の変更により、2025 年 3月期は 9か月決算の数字となっております。 

 

３.株式譲渡の相手方の概要 

（１）氏 名 尾澤 賢人（50 株） 

（２）住 所 東京都世田谷区 

（３）上場会社と当該個人との関係 該当事項はありません 

 

（１）氏 名 尾澤 定（50 株） 

（２）住 所 東京都世田谷区 

（３）上場会社と当該個人との関係 該当事項はありません 



 

４．譲渡株式数、譲渡価額及び譲渡前後の所有株式の状況 

（１）移動前の所有株式数 普通株式 100 株（議決権の数 100 個） 

（議決権所有割合 100.0％） 

（２）譲渡株式数 普通株式 100 株（議決権の数 100 個） 

（３）譲渡価額 ＭＥＤ株式会社の普通株式 750 万円 

（４）異動後の所有株式数 ０株（議決権の数 0 個） 

（議決権所有割合 0％） 

 

５．日程 

（１）取締役会決議日 2026 年 1 月 23 日 

（２）契約締結日 2026 年 1 月 23 日 

（３）株式譲渡実行日 2026 年 1 月 23 日 

 

６．今後の見通し 

ＭＥＤ社は、当社連結決算に取り込んでおりましたが、本件株式の譲渡に伴い、同社は

当社の連結範囲から除外される見込みです。また、2026 年 2 月期第４四半期連結会計期間

において、下記の通り特別損失を計上することになります。 

 

７．特別損失の計上について 

当社は 2026 年 2 月期第４四半期連結会計期間において、ＭＥＤ社の株式の譲渡に伴う

特別損失を計上することとなります。 

（１）特別損失の発生及びその内容 

MED 社の株式の譲渡に伴い、2026 年 2 月期第４四半期連結会計期間において、関係会

社株式売却損 42 百万円を計上致します。 

（２）業績に与える影響 

特別損失を計上することで親会社株主に帰属する当期純利益に影響がありますが、業績

への影響は現在精査中であり、今後、開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知ら

せいたします。 

 

以 上 


